
Infomation お知らせ

広島弁護士会による無料法律相談
問 総務課☎ 0823-43-1111 ㈹

日時　３月 12 日㈭　午後１時～４時
場�所　能美市民センター（能美町中町）
人数　５人（１人 30 分）
　申し込み順で、３月２日㈪から総務
課で受け付け。

　

４月から生活衛生業務に係る
手続きの窓口が変わります
問地域支援課☎ 0823-43-1637

　４月１日から生活衛生関係事務（理
容師法、美容師法、クリーニング業法、
旅館業法、公衆浴場法、興行場法、建
築物における衛生的環境の確保に関す
る法律）に係る手続の窓口が変わりま
す。
３月 31 日まで
江田島市市民生活部地域支援課
４月１日から
広島県西部保健所呉支所衛生環境課
☎ 0823-22-5400 ㈹
詳しくは、県 HP や市 HP をご覧ください。

問 自衛隊広島地方協力本部呉地域事務所
☎ 0823-23-1226

　自衛官候補生を募集しています。詳し
くはお問い合わせください。

自衛官候補生を募集

募集種目 ①応募資格　②受付期間
③試験日程

自衛官
候補生

①18歳以上33歳未満
②年間を通じて受け付け
③受付時またはHPでお知らせ

募集

▲自衛官募集
　サイト

切串出張所は
午後４時までになります

問江田島市民センター☎ 0823-42-1111
　４月１日から、切串交流プラザ内の切
串出張所の窓口業務終了務時間が、午後
５時 15 分から午後４時に変わります。

長年の功績をたたえ
感謝状を贈呈
問人権推進課☎ 0823-43-1635

　人権擁護委員として活躍された横山孝
次さんへ、４期 12 年間の貢献に対し、
法務大臣及び広島県人権擁護委員連合会
会長から感謝状が贈られました。
　横山さんは長年にわたり、人権紙芝居
で市内の小学校を訪問し読み聞かせをさ
れ、特設人権相談所や心配ごと相談所で
相談活動にあたり、人権擁護活動にご尽
力されました。

第７回江田島市民スポーツ大会　参加者募集

問江田島市民スポーツ大会実行委員会☎ 0823-45-5461
（事務局　ＮＰＯ法人江田島ｅスポーツクラブ）

　江田島市民スポーツ大会を開催します。
日時　３月 15 日㈰
　　　（午前 9 時 開会式、午前 9 時 30 分 競技開始）

令和８年度保健所サテライト開催日程等の
お知らせ

問広島県西部保健所呉支所衛生環境課☎ 0823-22-5406
　広島県西部保健所呉支所では、月に１度江田島市内に保健所サ
テライトを設置しています。
　令和８年度の開催は次のとおりです。なお、令和 8 年度から理
容所等の生活衛生関係業務が追加となります。
開催日時　

開催場所　江田島市食品衛生協会事務局（☎ 0823-43-1177）
　　　　　能美市民センター２階
受付内容　食品の営業許可等の相談・申請
　　　　　薬事・毒物劇物・麻薬に関する許可等の相談・申請
　　　　　理容所・美容所・クリーニング業・特定建築物・旅館業・
　　　　　公衆浴場・興行場・温泉許可等の相談・申請
※�原則予約制としています。来所する場合は事前に江田島市食品

衛生協会又は広島県西部保健所呉支所衛生環境課へご連絡くだ
さい。

鹿川出張所の開所時間等
が変更になります

問能美市民センター☎ 0823-40-2777
　鹿川出張所の業務時間や連絡先が４月
１日から次のとおり変更になります。
　なお、来所の際は鹿川文化センター職
員へお声がけください。取扱業務はこれ
までと変わりません。

変更前 変更後
開所
時間

午前８時 30 分から
午後０時 30 分まで

午前８時 30 分から
午後５時 15 分まで

連絡先

鹿川出張所
☎ 45-2001
※ �Fax 番号に変更

はありません。

鹿川文化センター
☎ 45-2301

国税専門官募集

問広島国税局☎ 082-221-9211
　国税庁では、国税専門官を募集しています。
受験受付期間　２月 19 日㈭～３月 23 日㈪
インターネットによる申込み　

剪定体験講習会を行います募集

問市シルバー人材センター
☎ 0823-42-5211

　剪定技能習得のため、次のとおり体験
講習会を行います。庭づくりや庭木の剪
定に興味のある市民の皆さん、センター
剪定担当者に教わりながら、庭木を剪定
する作業を体験してみませんか？
　皆さんお誘い合わせのうえ、ふるって
のご参加をお待ちしております。
日時　３月 25 日㈬　午前 10 時～午後３時
定員　15 人
場所　座学（わくわくセンター１階）
　　　実技（真道山森林公園キャンプ場）
申�込方法　３月 13 日㈮までにセンター

事務局へご連絡ください。
講師　シルバー会員（剪定担当）
※昼食、飲物等は各自でご準備ください。

※�３月 23 日㈪までに申込
データを受信完了したも
のに限り受け付けます。

採用案内情報等
国税庁ホームページに掲載

４月６日㈪ ５月11日㈪ ６月１日㈪ ７月６日㈪ ８月３日㈪ ９月７日㈪

10月５日㈪ 11月９日㈪ 12月７日㈪ １月７日㈭ ２月１日㈪ ３月１日㈪

共通し、午前 10 時～午後３時 ( 正午～午後１時を除く )

募集

競技種目　モルック
※�競技説明については、江田島 e スポーツク

ラブのホームページをご覧ください。
申込先　江田島市民スポーツ大会実行委員会
申込方法　
　�持参・郵送・FAX（☎ 0823-69-0064）・

Email（etajima.e-spo@cure.ocn.ne.jp）
※ FAX をご利用の方は、送信後に電話でお知らせください。
申込期限　３月 10 日㈫　午後 5 時まで

広告 広告

障がい者と人権
障がい者虐待は人権侵害障がい者虐待は人権侵害
　障がいのある人に対する虐待は重大な人権侵害です。人　障がいのある人に対する虐待は重大な人権侵害です。人
権は全ての人が生まれながらに持っている、尊厳をもって権は全ての人が生まれながらに持っている、尊厳をもって
生き幸福を追求していく権利であり、虐待がそれを踏みに生き幸福を追求していく権利であり、虐待がそれを踏みに
じるものであることは言うまでもありません。じるものであることは言うまでもありません。

障がい者とは障がい者とは
　障がい者虐待防止法では身体・知的・精神、その他の心　障がい者虐待防止法では身体・知的・精神、その他の心
身の機能の障がいがあり、「障がい及び社会的障壁により身の機能の障がいがあり、「障がい及び社会的障壁により
継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける」人継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける」人
を「障がい者」としています。を「障がい者」としています。

虐待防止のための措置虐待防止のための措置
　障がい者虐待防止法では障がい者虐待を禁止する規定に　障がい者虐待防止法では障がい者虐待を禁止する規定に
続けて、障がい者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障続けて、障がい者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障
がい者虐待の早期発見の努力義務規定を置いています。がい者虐待の早期発見の努力義務規定を置いています。
「障がい者虐待」を受けたと思われる障がい者を発見した「障がい者虐待」を受けたと思われる障がい者を発見した
人は、速やかに通報しなければならないこととされていま人は、速やかに通報しなければならないこととされていま
す。また、自ら虐待を受けている障がい者はそのことにつす。また、自ら虐待を受けている障がい者はそのことにつ
いて届出をすることができます。連絡先は市町村ですが、いて届出をすることができます。連絡先は市町村ですが、
「使用者による障がい者虐待」については都道府県でも構「使用者による障がい者虐待」については都道府県でも構
いません。いません。

私たちにできること私たちにできること
　障がい者施設や障がい者を雇用する事業主には、研修を　障がい者施設や障がい者を雇用する事業主には、研修を
実施することが義務つけられています。また学校や保育所、実施することが義務つけられています。また学校や保育所、
医療機関においても、研修実施や普及啓発が行われること医療機関においても、研修実施や普及啓発が行われること
になっていますので、そうした機会に積極的に参加していになっていますので、そうした機会に積極的に参加してい
きましょう。きましょう。

公益財団法人人権教育啓発推進センター　
障がい者虐待より引用

広告

▲広島県HP ▲市HP
▲横山孝次さん

▲�江田島ｅスポーツ
クラブＨＰ

問 人権推進課☎ 0823-43-1635

広報えたじま　令和８年３月 広報えたじま　令和８年３月 12121313


